
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№67 2016.12.9 

自衛官の母、憲法違反と国を提訴 

 

 

 

 １１月３０日、自衛官の息子を持つ母親（平和子さん＝仮名）が「自衛隊の南スーダンＰＫＯ（国連平和

維持活動）への派遣は憲法違反」と、派遣差し止めと撤退などを求めて、札幌地裁に提訴しました。

自衛隊員の家族として、平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けたとして国に対して２０万円の

国家賠償を求めています。 

「駆けつけ警護」は、武力行使＝憲法違反 

訴状では、①各国軍隊が派遣される国連ＰＫＯは、本質的に軍事行使であり、自衛隊もその１員とし

て活動することは、憲法９条１項が禁ずる「武力行使」にあたる。 

②憲法９条の政府解釈に立っても、自衛隊を海外に派遣することは、自国防衛の範囲を超え、明ら

かに「専守防衛」に反し、９条２項の「戦力」不保持規定に反する。…と述べている。 

  秋葉区憲法学習会  １３０人集まる  １１月２０日 

自民党憲法草案…ねらいは何か 

安保法制廃止と立憲主義回復を求める秋葉区平和

４団体（新津地区平和を求める連絡会、アフリカへ毛布を

おくる会、憲法ネット・戦争させない１０００人委員会、秋葉

区９条の会）が呼び掛けた秋葉区憲法学習会が、１１月

２０日、新津健康センターで開かれました。 

弁護士の金子修さんが、自民党憲法草案と現憲

法と比べながら、参加者と話し合いをしました。 

自民党案は、日本国憲法の基本原理（国民主

権、基本的人権尊重、恒久平和主義）を根本から

ひっくり返そうとしていることが、講師と参加者の

トークの中で明らかになっていきました。 



 

 


